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●平成24年度予算特集

●総合計画後期計画がスタートします

●65歳以上の方の介護保険料及び
　後期高齢者医療制度の保険料改定について

●春日五条川さくらまつり

●平成24年度　狂犬病予防集合注射のご案内
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4月7日（土）は「春日五条川さくらまつり」（会場：はるひ夢の森公園）が
開催されます。皆さんぜひお越しください!!
4月7日（土）は「春日五条川さくらまつり」（会場：はるひ夢の森公園）が
開催されます。皆さんぜひお越しください!!

《主な内容》
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「安全・安心、そして元気な清須」 を実現「安全・安心、そして元気な清須」　　 を実現

「まちが元気・子どもが元気・いつも、いつまでも元気」を合言葉に

施政方針・・・・市政運営にあたり、市長の市政運営に対する基本的な

考え方や予算案及び主要な施策について述べたものです。

平成24年度　施政方針（抜粋）

清須市の平成23年度予算がスタートします清須市の平成24年度予算がスタートします

　昨年3月11日に発生した東日本大震災から、1年が経過しました。この東日本大震災は、近代日本に

おいては、最大級の災害であり、あらゆる場面で「想定外」という言葉が繰り返されるほどの想像を絶

する未曾有の大災害となりました。清須市におきましては、震災直後から人的支援、物資の供給、募金

活動等を行い、被災地の1日も早い復興を願うべく、支援をしてまいりました。平成24年度におきま

しても、職員1名を被災自治体へ派遣することとし、復興支援は無論、貴重な経験によって教訓を得ら

れる良い機会でもあると考えております。そして、防災ハード事業においては、公共施設のうち保育園

の耐震化をすすめるとともに、防災ソフト事業への財政支援の充実など地域防災力の強化育成に努め、

更なる安全で安心なまちづくりに向けて力を注いでまいります。

　さて、平成17年7月7日の七夕の日に誕生した清須市は、今年の7月に市制7周年を迎えます。本年

は、市民の皆様が長年期待されていた図書館がこの7月にオープンするとともに、市の中心部を結ぶ地

域内幹線道路のうち、助七西市場線が全通するなど、合併後のまちづくりの大きな花が咲く年でもあり

ます。2度の市町村合併を経験した本市にとって、地域の一体感は不可欠であり、一体感を育み、そし

て、地域資源を活かした7周年事業を市民参加のもとに展開してまいります。

　時代の潮流変化を敏感に捉えつつ、夢と希望に満ちた未来を切り開くため、「まちが元気・子どもが

元気・いつも、いつまでも元気」を合言葉に「安全・安心、そして元気な清須」の実現に全力を傾注し

てまいりますので、何とぞ、議会を始め市民の皆様の一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

2424

加藤静治市長
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本年度予算に盛り込んだ主な新規・拡充事業について、7つの施策に沿って紹介します。

［平成24年度の主な新規・拡充事業］

◆ポンプ場の長寿命化計画に基づく豊田川及び堀江ポンプ場の耐震化と芳野ポンプ場の整備を行います。

◆自主防災活動の支援を拡充するため、自主防災会のブロック化を推進し、組織力を強化します。

◆災害時要援護者に対する近隣支援体制づくりに向けた諸問題について、関係機関と役割などを協議します。

1　安全・安心で自然が息づくまちづくり

◆築35年が経過した朝日保育園の耐震改修工事を行います。

◆高齢者の肺炎球菌予防接種費用の一部を助成することにより、健康の保持増進を図ります。

◆一時的な雇用・就業機会を創出するための緊急雇用創出事業を実施します。

2　健康で思いやりのあふれるまちづくり

◆本市の緑の基本計画を推進するため、市民の皆さんの緑化事業を支援します。

◆愛知県が施工する五条川護岸工事に伴い、春日地区において緑地公園を整備します。

◆住宅用太陽光発電システム設置費の補助対象件数を拡充します。

3　水と緑に恵まれるうるおいのあるまちづくり

◆五条川沿いに水辺の散策路を整備します。

◆春日学校橋西・春日新橋西地区の土地区画整理事業を推進するとともに、ＪＲ清洲駅前土地区画整理事業・名

　鉄新清洲駅前土地区画整理事業に向けた調査を行います。

4　便利で快適に暮らせるまちづくり

◆学校施設の充実のため、トイレの洋式化、音楽室への空調機器整備、グラウンド整備を実施します。

◆平成24年7月に清須市立図書館を夢広場はるひ内に開館します。開館に合わせ設置する歴史資料展示室及び

　隣接するはるひ美術館で特別展を開催します。

5　歴史・伝統・文化・教育を大切にするまちづくり

◆市内の流通経済を刺激し、元気ある清須を推進するため、市商工会が実施するプレミアム楽市券発行事業を支援

　します。

◆東日本大震災、急激な円高などの影響による中小企業の資金繰りを支援するため、従来の清須市商工業振興

　資金制度よりも有利な制度である「清須元気応援資金」を創設します。

6　創造的にいきいきと働くことのできるまちづくり

◆清須市が誕生して7周年を迎えるにあたり、周年事業を実施します。

7　新しい時代に対応した参加と交流のまちづくり

■問合せ　企画政策課(本庁舎)

2424

自主防災 予防接種

学校施設の充実
（トイレの洋式化） 清須市立図書館



歳出総額
20,780

2012.4.1

4

 2424

※予算額は、表示単位未満を四捨五入しているため、区分の数値と合計は一致しない場合があります。

一般会計　207億8,000万円 （前年度比　1.2％減）

■問合せ　財政課（本庁舎）

（単位　百万円）歳　入

（単位　百万円）歳　出

財源別予算 税別予算

性質別予算 目的別予算

市税
10,931
（52.6%）

繰入金
880

（4.2%）

その他
1,543
（7.5%）

国県支出金
3,422
（16.4%）

市債
1,545
（7.4%）

その他
2,459
（11.9%）

依存財源
7,426

（35.7%）

自主財源
13,354
（64.3%）

市税
10,931
（52.6%）

繰入金
880

（4.2%）

その他
1,543
（7.5%）

国県支出金
3,422
（16.4%）

市債
1,545
（7.4%）

その他
2,459
（11.9%）

依存財源
7,426

（35.7%）

自主財源
13,354
（64.3%）

歳入総額
20,780

市税合計
10,931

土地

個人
3,548

（32.5%）

市民税
4,578

（41.9%）

法人
1,030
（9.4%）

土地
2,383

（21.8%）

固定資産税
5,186

（47.4%）

家屋等
1,854

（16.9%）

償却資産
949
（8.7%）

土地
425

（3.9%）

都市計画税
682

（6.2%）

個人
3,548

（32.5%）

家屋等
257

（2.3%）

軽自動車税
75

（0.7%）

市たばこ税
411

（3.8%）

市民税
4,578

（41.9%）

法人
1,030
（9.4%）

土地
2,383

（21.8%）

固定資産税
5,186

（47.4%）

家屋等
1,854

（16.9%）

償却資産
949
（8.7%）

土地
425

（3.9%）

都市計画税
682

（6.2%）

その他
215

（1.0%）

人件費
3,571

（17.2%）

扶助費
3.868

（18.6%）

公債費
1,759
（8.5%）

義務的経費
9,198

（44.3%）

普通建設
事業費
2,285

（11.0%）

物件費
5,032

（24.2%）

その他の経費
9,297

（44.7%）

補助費等
1,957
（9.4%）

繰出金
2,093

（10.1%）

人件費
3,571

（17.2%）

扶助費
3.868

（18.6%）

公債費
1,759
（8.5%）

義務的経費
9,198

（44.3%）

普通建設
事業費
2,285

（11.0%）

物件費
5,032

（24.2%）

その他の経費
9,297

（44.7%）

補助費等
1,957
（9.4%）

繰出金
2,093

（10.1%）

歳出総額
20,780

消防費
774

（3.7%）

民生費
8,165

（39.3%）

教育費
3,031

（14.6%）

衛生費
2,043
（9.8%）

土木費
2,085

（10.0%）

総務費
2,002
（9.6%）

公債費
1,759
（8.5%）

その他
921

（4.5%）

民生費
8,165

（39.3%）

教育費
3,031

（14.6%）

衛生費
2,043
（9.8%）

土木費
2,085

（10.0%）

総務費
2,002
（9.6%）

公債費
1,759
（8.5%）

その他
921

（4.5%）

　平成24年度の一般会計は、総額207億8,000万円で、平成23年度当初予算と比べると2億6,000万

円、1.2％の減となりました。

　これは平成23年度に実施した花水木保育園整備事業や図書館整備事業が完了したこと等による減額が

要因となっています。

平成24年度清須市当初予算をお知らせします平成24年度清須市当初予算をお知らせします平成24年度清須市当初予算をお知らせします
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特別会計・企業会計　131億9,987万円（前年度比　0.6％減）

（単位　百万円）基金残高 （単位　百万円）市債残高

減収補てん債
144

（0.6%）

基金残高
4,105

その他
（特別会計含む）

314
（7.7%）

財政調整基金
1,080

（26.3%）

義務教育施設
整 備 基 金
841

（20.5%）

都市計画
施設基金
720

（17.5%）

減債基金
629

（15.3%）

その他
（特別会計含む）

314
（7.7%）

財政調整基金
1,080

（26.3%）

義務教育施設
整 備 基 金
841

（20.5%）

都市計画
施設基金
720

（17.5%）

子ども育み
施 設 基 金
211

（5.1%）

庁舎等
整備基金
310

（7.6%）

減債基金
629

（15.3%）

水道事業会計
544

（2.1%）

臨時財政対策債
9,709

（36.9%）

合併特例
事 業 債
2,472
（9.4%）

その他
3,848

（14.6%）

下水道事業
特 別 会 計
8,568

（32.6%）
臨時財政対策債
9,709

（36.9%）

合併特例
事 業 債
2,472
（9.4%）

減税
補てん債
1,001
（3.8%）

その他
3,848

（14.6%）

平成24年度 平成23年度 伸　率

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

下水道事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

水道事業会計

合　計

6,017,905

3,586,845

2,213,714

1,110,459

270,947

196,050

74,897

13,199,870

5,975,514

3,226,270

2,823,071

993,278

　266,271

190,446

75,825

13,284,404

0.7

11.2

△21.6

11.8

1.8

2.9

△1.2

△0.6

当初予算額

（単位　千円、％）

会計名

収　益　的　支　出

資　本　的　支　出

市債残高
26,286

一般会計
17,174
（65.3%）

一般会計
17,174
（65.3%）

下水道事業
特 別 会 計
8,568

（32.6%）

　国民健康保険特別会計は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向

上に寄与することを目的に設置している特別会計で、予算額は、60億1,790万5千円となっています。

　介護保険特別会計は、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置している特

別会計で、予算額は、35億8,684万5千円となっています。

　下水道事業特別会計は、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置している特

別会計で、予算額は、22億1,371万4千円となっています。

　後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設

置している特別会計で、予算額は、11億1,045万9千円となっています。

　水道事業会計は、生活用水その他の浄水を春日地区の市民に供給するため、その会計事務を処理するこ

とを目的に設置している企業会計で、予算規模は、2億7,094万7千円となっています。

　平成24年度当初予算は、景気低迷の下で市税収入を始めとした歳入確保が依然として厳しい状況では

ありますが、基金からの繰入や市債を発行することにより、市民の皆様の暮らしを守る施策を最優先課題

とし、市民生活に影響を与えないよう、最大限の努力をしました。

　また、平成24年度当初予算編成後の基金残高（見込み）、平成24年度末の市債残高（平成24年度起債

見込額を含む。）は、次のとおりとなっています。
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～総合計画に基づく、まちづくりを進めます～

☆清須市の基本理念

「清須市の基本理念」を表す四葉のクローバー

☆清須市の将来像

☆総合計画とは

☆総合計画の構成

総合計画

総合計画後期計画が  
スタートします。

水と歴史に織りなされた安心・快適な環境都市
　清須市は、これからも時代の潮流を敏感に捉えつつ、水と歴史という個性を活かしながら、様々な主体の協調・
協力によって「真に安心して快適に暮らすことができる」都市を目指します。

　総合計画は、まちづくりの考え方と実践の方法をまとめた市政の最も根幹となる計画です。市の将来の都
市像とそれを実現するための施策の構想などを定める「基本構想」と、「基本構想」を達成するための施策
の大綱を総合的・体系的に定める「基本計画」から構成されています。

　市では、平成19年度から平成28年度までのまちづくりの
指針として「基本構想」と「基本計画」から成る「清須市第
１次総合計画」を平成19年3月に策定し、「水と歴史に織り
なされた安心・快適な環境都市」の実現を目指してまちづく
りに取り組んできました。
　平成23年度は計画期間の中間年度にあたり、新たに「後
期基本計画」を策定するとともに、計画期間中の平成21年
10月の春日町との合併も踏まえ「基本構想」を改訂しました。

■問合せ　企画政策課（本庁舎）

☆第２次行政改革大綱もスタート　
　まちづくりを進める上で、行政運営の合理化も欠かせません。第２次行政改革大綱に基づき、計画的に改革を
進めていきます。
行政改革大綱の基本目標「市民の視点に立った、行財政システムと市民サービスの再構築」　　
　サービスの顧客である市民の視点に立ち、市役所内部のシステム（仕組み）と
市民サービスの再構築を図ります。
　また、持続可能な行政経営のため、引き続き行政改革を推進します。
〔重点項目〕
１　行政体制の再構築　　　２　事務事業の再構築　
３　公共施設の再構築　　　４　財政システムの再構築　
５　協働の推進
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まちづくりの将来像は、

☆７つの施策概要

総合計画

「水と歴史に織りなされた安心・快適な環境都市」       

① 安全・安心で自然が息づくまちづくり
　防災基盤の整備と消防救急体制の充実をはじめ、防犯・交通
安全の取組み、さらに上水道・下水道の充実やごみ処理体制の
整備、斎苑施設の整備などを通じて「安全・安心で自然が息づ
くまちづくり」を推進します。

② 健康で思いやりのあふれるまちづくり
　市民の誰もが、生涯を通じて元気で、働き、学び、楽しみ、
社会に貢献することができる地域社会が形成できるよう、「健
康で思いやりのあふれるまちづくり」を推進します。

③ 水と緑に恵まれるうるおいのあるまちづくり
　貴重な資源である河川や緑地を活かして、水と緑のネットワ
ークの形成を図ります。また、農地の有効活用、地産地消・食
育の推進を通じて、農を活かしたまちづくりを進めます。さらに、
資源循環型のまちづくりを進め、環境への負荷抑制を図り、「水
と緑に恵まれるうるおいのあるまちづくり」を推進します。

④ 便利で快適に暮らせるまちづくり
　市民と事業者にとって高い利便性と快適性をもった「便利で
快適に暮らせるまちづくり」を推進します。

⑤ 歴史・伝統・文化・教育を大切にするまちづくり
　若い人材の育成はもとより、地域の文化を守り育てる生涯学
習の推進とスポーツの振興などの取組みの支援。また、美濃路
と清洲城に代表される歴史資源を守り育て、活用するまちづくり。
さらに地域や国の枠を超えた交流の進展による人材育成を通じ
て「歴史・伝統・文化・教育を大切にするまちづくり」を推進
します。

⑥ 創造的にいきいきと働くことのできるまちづくり
　食品や電機器具などの製造業による市の経済の牽引や、名古
屋大都市圏に位置するという恵まれた条件を活かした商業施設
の立地、商業・工業の振興。また、美濃路や清洲城などの歴史
資源を活かした観光の振興を通じて「創造的にいきいきと働く
ことのできるまちづくり」を推進します。

⑦ 新しい時代に対応した、参加と交流のまちづくり
　（市民参加と行政運営）

　まちづくりを市民と共に進めるため、市民参加の推進を図り
ます。また、電子自治体の推進や行政運営の合理化による改革
を推進します。

子供から高齢者まで
みんなが仲良く健康で  
　生きがいに満ちた　
　まちになるといいね。

河川や水辺空間を
活かした、緑あふれる
　まちにしていこう。

みんなが暮らしやすい、
便利で快適なまちづくり
　　　　　　　　だね。

清須市らしさを
大切にして
歴史・伝統・文化・教育の 
息づくまちにしたいね。

経済的な活性化を
　目指して
　人々が交流しあう
　 まちにしたいね。

効率的に行政を見直し
  市民と共にまちづくりを
　　　　　進めるんだね。

私たちみんなが
安全・安心に暮らせる
  まちづくりをしていく
    のね。しかも自然を

       大切にね。
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■
問
合
せ
　
税
務
課(

本
庁
舎)

税
　
だ
　
よ
　
り

●
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
自
己
の
所
有
す
る
資
産
の
課
税
内
容

　
を
確
認
す
る
制
度
で
、
借
地
・
借
家

　
人
の
方
も
閲
覧
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

　
賃
貸
借
契
約
書
等
の
提
示
が
必
要
と

　
な
り
ま
す
。

●
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
土
地
・
家
屋
を
所
有
す
る
納
税
者
の

　
方
が
、
清
須
市
内
で
課
税
さ
れ
て
い

　
る
土
地
及
び
家
屋
の
評
価
額
等
が
記

　
載
さ
れ
た
縦
覧
帳
簿
を
ご
覧
い
た
だ

　
け
ま
す
。

縦
覧
期
間

　
４
月
２
日
（
月
）
〜
５
月
31
日
（
木
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
【
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
】

縦
覧
場
所
及
び
問
合
せ

　
税
務
課
（
本
庁
舎
）

　
平
成
24
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
は
、
清
須
市
税
条
例
等
の
改
正

に
よ
り
、
第
１
期
の
納
期
を
４
月
か
ら

１
か
月
遅
ら
せ
て
５
月
１
日
（
火
）
〜

31
日
（
木
）
に
変
更
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
税
通
知
書
は
５
月
１
日（
火
）

に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

問
合
せ
　
税
務
課
（
本
庁
舎
）

平
成
24
年
度

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
等

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
期
変
更

◆清須市生活交通ネットワーク計画(案)について

　市では、地域の生活交通のニーズを的確に把握しつつ、地域の特性・実情に応じた最適な移動手段の

提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等、移動にあたっての様々な障害の解消を図

るための検討を進めています。

　この度、その計画案である「清須市生活交通ネットワーク計画(案)」がまとまりましたので、内容に

ついて市民の皆さんのご意見をお聞きするため、パブリック・コメントを実施します。

清須市生活交通ネットワーク計画(案) 意見募集期間　4月3日（火）～5月2日（水）

皆さんのご意見をお聞かせください皆さんのご意見をお聞かせください パブリック・コメント

市役所本庁舎・西枇杷島庁舎・清洲庁舎・春日支所・アルコ清洲・清洲
市民センター・清洲総合福祉センター・カルチバ新川・新川体育館・新
川福祉センター・にしび創造センター・にしびさわやかプラザ・西枇杷
島福祉センター・春日公民館

閲 覧 場 所

清須市生活交通ネットワーク計画(案)案 件 名

意 見 提 出 資 格

意 見 提 出 方 法

問 合 せ ・ 提 出 先

意 見 募 集 期 間

提出されたご意見の
取 扱 い ・ 対 応

市内にお住まい・お勤め・在学中の方及び事務所又は事業所を有する方

市ホームページ（http://www.city.kiyosu.aichi.jp/public_comment/）

(右記施設の開庁日・開館日
に閲覧が可能です。閲覧時
間は午前8時30分～午後5
時15分です。)

4月3日(火)～5月2日(水)
郵送は締切日の消印有効、その他は締切日必着

提出されたご意見は、整理・分類したうえで、市の考え方とともに一定期
間公開します。なお、個人情報に関しては公開しません。

案件名、氏名(法人名)、住所を記入のうえ郵送、FAX、Ｅメール又は窓
口提出でお願いします。様式は問いませんが、市ホームページからダウ
ンロードしていただくか、各閲覧場所に設置してある募集用紙をご利用
いただくこともできます。(※電話・口頭でのご意見は受付いたしません。)

担当：企画政策課(本庁舎)
[郵送・FAX・Eメールの場合]
〒452－8569
清須市須ケ口1238番地　清須市役所本庁舎 　企画政策課あて
電 話：052－400－2911
FAX：052－400－2963
Eメール：kikakuseisaku@city.kiyosu.lg.jp
[窓口の場合]　企画政策課(本庁舎)・西枇杷島支所・清洲支所・春日支所
[閲覧場所の場合]　各閲覧場所に設置された提出箱へ投函してください。
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平成24年度 緊急雇用創出事業等に関する求人情報等のお知らせ平成24年度 緊急雇用創出事業等に関する求人情報等のお知らせ
　市では、日々厳しさが増す雇用情勢に対応するため、次の委託事業を実施し、就業の機会を創出します。

　本市が委託する業務の概要は、以下のとおりです。

　現在インターネット上で公開中の「清須市デジタル図鑑」をリニューアルしました。

　「清須市デジタル図鑑」は、歴史・水辺空間・観光にまつわる地域資源を整理しデジタル化したものです。

今回は、清須市内の文化財などの紹介に加え、清須市以外に保存されているゆかりの文化財を掲載してお

ります。

　また、スマートフォンなどの携帯情報端末を活用し、検索機能を充実、目的地までの地図案内も可能と

なりました。インターネットを通じて、どなたでもご覧いただけます。

緊急雇用対策に関する問合せ：企画政策課（本庁舎）
　　電話：052－400－2911　FAX：052－400－2963
　　Ｅメール：kikakuseisaku@city.kiyosu.lg.jp

◆求人を予定している事業

業務名及び業務内容 雇用予定期間 予定人数

清須市観光ＰＲ事業
清須市内外の各種観光イベントや清洲城への

観光ツアー等を対象にＰＲを実施

平成24年4月～25年2月 6人

清須市デジタル図鑑をリニューアルしました
■問合せ　企画政策課(本庁舎)

ＵＲＬ  http://da.city.kiyosu.aichi.jp/【デジタル図鑑トップページ】

←携帯端末用ＱＲコードはこちら

※ＱＲコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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清須わがまち探検！ 

『きよすこんなものあんなもの』

第3回 「清洲代官所（陣屋）」

　清須市内には、江戸時代に「清洲代官所（陣屋）」と呼ばれる尾張藩の施設がありました。ここでは、年

貢の徴収を主に、犯罪の取り締まりや、藩から村への触書の通達、村からの請願や訴訟の受付などの業務

を行っていました。今でいうと、税務署に簡易裁判所や警察署の機能まで

持たせたようなものでしょうか。管轄地域は広く、当時の春日井郡、中島

郡、海東郡、丹羽郡の一部まで含む180を超す村々です。おおよそ東西は

新川から日光川、南北は佐屋街道から名鉄尾西線までといった範囲を、代

官はじめ10人程の役人が受け持っていました。敷地内には、米蔵や牢獄、

時代劇でおなじみの白洲などもあったそう

です。

　村絵図によると、代官所は当時の六角堂村(現稲沢市)との境近くで、美

濃路から東に入った落合村の地内にありました。所用で代官所を訪れる人

のために、六角堂村には休憩施設があったと伝えられています。市内に残

る文書史料の中には、「清洲宿から遠くて不便なので、移転してください」

といった旨を願い出た文書も見られますが、明治時代になり代官所が廃止

されるまで、ずっと落合村の地にありました。

　現在、代官所の跡地と考えられる場所は、区画整理により定かではなくなってしまいましたが、美濃路

から代官所へ通じる道にある橋は、今でも「役所橋」と呼ばれています。

『清須（洲）代官所跡』
県道
尾西
・清
洲線

県道
尾西
・清
洲線

役所橋役所橋
清洲代官所跡清洲代官所跡

春日郵便局春日郵便局

稲
沢
市

稲
沢
市

県
道
名
古
屋
・
一
宮
線

県
道
名
古
屋
・
一
宮
線

　車内に置いたままのカバン､紙袋､上着､キャッシュカード等の荷物を狙って、主にガ

ラスを割って短時間に盗んでいます。「食事するだけだから」、「すぐに戻るから」などと、

車内に置き去りにされ

た荷物が狙われていま

す。車を離れるときは､

車内の荷物をゼロにす

る｢O荷物運動｣�を合い

言葉に、一人ひとりが

気をつけましょう！

　午後6時頃から翌朝にか

けて、飲食店、商業施設、

自宅付近の月極駐車場、

アパート・マンションの

駐車場で被害が多発して

います。

西枇杷島警察署
からのお知らせ清須市で急増!!車上ねらい!!清須市で急増!!車上ねらい!!

学区 平成24年１月 平成23年１月 増減数 増減率

【清須市内の車上ねらい発生状況】

清洲

清洲東

新川

桃栄

星の宮

古城

西枇杷島

春日

合計

1

2

3

2

4

6

1

4

23

2

2

1

0

1

1

1

1

9

-1

0

+2

+2

+3

+5

0

+3

+14

-50.0％

0.0％

+200.0％

+200.0％

+300.0％

+500.0％

+0.0％

+300.0％

+155.6％

荷物を置かない!!「0荷物」運動!!
お に もつお に もつ

ゼロ！ゼロ！

施錠してもガラスを割られてしまいます。
施錠だけでは防げません!! 三角窓も!! スライドドアも!!

ドロボウ

お　に　もつ
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65歳以上の方の介護保険料の改定について

● 後期高齢者医療制度の保険料改定について ●

■問合せ　高齢福祉課(清洲庁舎)

　介護保険制度は、介護が必要な方やその家族を社会全体で支える制度です。

　急激な高齢化の進展に伴い、要介護認定者数も増加しています。第5期介護保険料は平成24年度～26年

度の3年間の介護給付費の見込みを基に決定いたします。介護予防事業を充実させながら、財政安定化基金

交付金や介護給付費準備基金を投入して介護保険料の上昇を抑えて参りましたが、この度次のとおり介護

保険料が上がることになりました。

　介護保険料は介護給付費の貴重な財源となっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

　後期高齢者医療制度では、財政運営を2年間としており、この期間の医療費の財源に充てるため、保険料

の改定を行います。

　保険料は、１人当たりの医療費の増加などにより、平成22・23年度と比べて、約13.55％の増加が見

込まれましたが、剰余金や県財政安定化基金を活用することにより、約5.86％に抑制されました。

　平成24年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行います。これにより、所得割率が

8.55％に抑制され、中間所得者の負担軽減が図られます。

■問合せ　愛知県後期高齢者医療広域連合　　電話 052－955－1223

階　層 対　象　者
第4期（21～23年度）第5期（24～26年度）

年　　額

23,600円

23,600円

35,400円

41,600円

47,300円

59,100円

70,900円

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

→　29,300円

→　29,300円

→　41,100円

→　44,000円

→　51,700円

→　58,700円

→　73,400円

→　88,100円

生活保護者・老齢福祉年金受給者で、
世帯全員が住民税非課税

本人が住民税課税者で、合計所得金額が190万円以上

本人が住民税課税者で、合計所得金額が190万円未満

世帯内に住民税課税者がいて、本人が非課税で上記以外

世帯内に住民税課税者がいて、本人が非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下

世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超

世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下

世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下

《平成24・25年度の保険料率の改定について》

《保険料賦課限度額の改定について》

平成22・23年度の保険料

　所得割率　7.85％
　均等割額　41,844円

平成24・25年度の保険料

　所得割率　8.55％
　均等割額　43,510円

【愛知県１人当たり平均保険料】

平成22・23年度

75,775円

55万円50万円

平成24・25年度

80,214円
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人間ドック補助金申請の受付を行います人間ドック補助金申請の受付を行います
■問合せ　保険年金課(本庁舎)

　市国民健康保険保健事業として、30歳以上の被保険者の皆さんが医療機関で受診する人間ドッ

ク（特定健診の項目を全て含む）の費用の一部を、清須市国民健康保険保健事業補助金交付要綱に基

づき補助します。

◆対象者　　　人間ドック受診時に市国民健康保険被保険者で30歳以上の方

　　　　　　　国民健康保険税に未納がない方

◆補助の対象　人間ドック受診費

　　　　　　　●領収書に「人間ドック受診費」と記載が無いものは対象となりません。

　　　　　　　●脳ドック、心臓ドック等の特定部位における専門ドックのみの受診については、

　　　　　　　　対象となりません。

◆補助金額　　上限2万円まで（年間未納1回まで）

◆定　員　　　200名(予定)

　　　　　　　※先着順で受け付けますので、今年度中に受診　

　　　　　　　　を希望される方は、まず市役所窓口にて受付　

　　　　　　　　をしてください。

　　　　　　　※事前予約のない方につきましては、補助の対

　　　　　　　　象となりませんので、ご了承ください。

◆申請方法及び流れ　

① 市役所各窓口にて事前予約

　 予約受付時に「受付票」兼「補助金申請書」をお渡しします。

　 平成24年4月2日(月)～平成25年2月22日(金)

　 午前8時30分～午後5時(ただし、土日・祝日及び年末年始は除く。）

　 ＜予約の際に必要なもの＞　受診される方の国民健康保険被保険者証

② 任意の医療機関にて人間ドック受診

　 平成25年2月末までに受診し、費用は各自支払いを済ませてください。

③ 市役所各窓口へ申請(領収書及び検診結果をご持参ください。)

　 平成25年3月11日(月)までに保険年金課(本庁舎）・西枇杷島支所・清洲支所・春日支所へ

　 ＜申請の際に必要なもの＞

　 予約受付時に交付された申請書及び受付票、医療機関発行の領収書、特定健診の項目を全

　 て含む人間ドックの健診結果票、振込口座の番号がわかるもの、印鑑

④ 指定口座へ補助金を振込み（月末締め、翌月25日頃）
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　下記の場所で下水道工事を行います。

　工事に伴い交通規制などでご迷惑をおかけ

しますが、ご理解ご協力をお願いします。

■工 事 名：公共下水道汚水管整備工事

　　　　　　（23-9）

■工事場所：新清洲一丁目地内外

■工事期間：平成24年11月30日（金）まで

■問 合 せ：上下水道課(西枇杷島庁舎)

　
市
で
は
、
豪
雨
時
の
雨
水
流
出
抑
制

を
図
り
、
排
水
機
場
や
河
川
へ
の
流
入

量
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
雨
水
の
有

効
利
用
を
図
る
た
め
「
雨
水
貯
留
槽
」・

「
雨
水
浸
透
ま
す
」
の
設
置
者
に
対
し
て

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
新
築
、

増
改
築
等
の
際
に
は
ぜ
ひ
制
度
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◎
屋
根
に
降
っ
た
雨
水
を
溜
め
る
と
、

　
様
々
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

《
雨
水
貯
留
槽
設
置
補
助
金
制
度
》

●
補
助
対
象
　
市
内
で
建
物
に
付
随
し

　
て
１
０
０
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
貯
留
容

　
量
を
持
つ
貯
留
槽
を
設
置
す
る
場
合

●
補
助
金
額
　
貯
留
量
１
０
０
リ
ッ
ト

　
ル
当
た
り
７
０
０
０
円
、
限
度
額
は

　
７
万
円

《
雨
水
浸
透
ま
す
設
置
補
助
金
制
度
》

●
補
助
対
象
　
市
内
で
建
物
に
付
随
し

　
て
雨
水
浸
透
ま
す
を
設
置
す
る
場
合

●
補
助
金
額
　
１
基
当
た
り
３
万
円
で
、

　
建
築
面
積
が
１
０
０
㎡
未
満
は
３
基

　
ま
で
、
１
０
０
㎡
以
上
１
５
０
㎡
未

　
満
は
４
基
ま
で
、
１
５
０
㎡
以
上
は

　
５
基
ま
で
補
助
し
ま
す
。

問
合
せ
　
都
市
計
画
課(

西
枇
杷
島
庁
舎)

　
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
を
財
源
と

し
て
、
市
民
の
皆
様
が
行
う
民
有
地
の

緑
化
経
費
な
ど
の
一
部
に
対
し
、
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
事
業
　
市
内
に
お
い
て
民
有
地
の

　
建
物
又
は
敷
地
の
緑
化
を
進
め
る
事

　
業
で
、
緑
化
面
積
が
80
㎡
以
上
の
も

　
の(

生
垣
の
場
合
は
、
延
長
50
m
以
上)

対
象
経
費
　
植
栽
・
植
栽
基
盤
な
ど
に

　
係
る
費
用(

た
だ
し
、
生
育
期
間
が

　
２
年
を
見
込
め
な
い
も
の
を
除
き
ま

　
す
。
）

交
付
額
　
対
象
経
費
の
２
分
の
１

　(

た
だ
し
、
交
付
額
が
10
万
円
未
満

　
の
場
合
は
交
付
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、

　
上
限
は
５
０
０
万
円
で
す
。)

問
合
せ
　
都
市
計
画
課(

西
枇
杷
島
庁
舎)

■問合せ　上下水道課（西枇杷島庁舎）

雨
水
貯
留
槽
設
置
補
助
金
・

雨
水
浸
透
ま
す
設
置
補
助
金

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

都
市
緑
化
推
進
事
業
補
助
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

洪水の抑制に

つながります

雨水が一挙に

河川等に流れ

出るのを防ぐ

ことで、洪水

の抑制につな

がります。

水の有効利用

ができます

樹木や花の散

水に使える等、

水の有効利用

ができます。

災害時に

役立ちます

初期消火や災

害等で水道が

止まったとき

の非常用の生

活用水で利用

できます。

は工事箇所

名鉄新清洲駅

新清洲公園

工 事 の
お 知 ら せ
工 事 の
お 知 ら せ
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（番号のかけ間違いにご注意を）

2012.4.1

プラスチックごみの分別にご協力を！

平成24年度 住宅用太陽光発電システム
設置費補助の申請受付が始まります！　
平成24年度 住宅用太陽光発電システム
設置費補助の申請受付が始まります！　

■問合せ　生活環境課(本庁舎）

■問合せ　生活環境課(本庁舎)

　平成22年4月から容器包装プラスチックごみ(　　 　 マークのあるごみ）の分別収

集を新しく開始し、市民の皆さんにはご協力をいただきありがとうございます。

　しかし、容器包装プラスチックごみの中にプラスチック製品、内容物が残っている

チューブ類、空き缶、空き瓶などの不燃物がまだ混入していることが多くあります。

容器包装プラスチック以外のごみが混入していると、適正にリサイクルすることがで

きません。分別を正しく守っていただき、ごみの減量化・資源化にご協力ください。

　また、平成23年4月から硬質プラスチック製品(ビデオテープ、ポリバケツ、プラス

チック製ハンガー等)は、可燃ごみに分別されるようになりました。「資源とごみのガ

イドブック」を参考にごみの分別にご協力をお願いします。

　市では、地球温暖化防止策の一環として、住宅用太陽光発電システムを設置する方に予算の範囲

内で補助金を交付します。

●補助対象者

　自ら居住し、又は居住する予定の清須市内にある住宅(店舗等との併用住宅は、延べ床面積の2分

　の1以上を居住用に供する建物に限る）に10キロワット未満のシステムを設置する方

●補助対象システム

　清須市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱に定める太陽電池モジュールを使用した

　システム

●補助金額

　2万円(愛知県の補助を含む)に補助対象となる太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュール

　の最大キロワットを乗じた額(補助金の限度額は8万円)

●申請方法

　4月2日(月)から生活環境課(本庁舎)で先着順に申請を受け付けます。

　申請書類は生活環境課でお渡しします。また、市のホームページからダウンロードすることもで

　きます。

　※予算額に達した時点で、締切とさせていただきますのでご了承ください。

●その他

　必ず設置する前に申請してください。設置後の申請は、補助対象となりません。また、完了実績報

　告書は申請した年度内に必ず提出してください。



16

2012.4.1

と　き　　4月7日(土)

　　　　　午前9時30分～午後3時30分

　　　　　[荒天予備日]　4月8日(日)

ところ　　はるひ夢の森公園

内　容　・ステージイベント、

　　　　　キッズダンスコンテスト

　　　　　(産業課・市観光協会)

　　　　・模擬店、抽選会(市商工会）

　市民の方だけでなく、観光客の方にもご利用いただいたレンタサイクル「きよすあ

しがるサイクル」は、利用日、貸出・返却場所などを変更して次のとおり実施します。

　手軽に周ることのできる交通手段として、皆様お気軽にご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■問合せ　企画政策課(本庁舎)

と　き　　4月7日(土)　　　　　　　　　　　　

　　　　　午前9時～午後3時30分

　　　　　[荒天予備日]　4月8日(日)

≪まつり会場周辺の車両通行止め規制について≫

【車両通行止区域】

※まつり当日は、春日グランドと春日小学校グランドを

　臨時駐車場として開放しますが、例年大変混雑します

　ので、なるべく乗り合わせてお越しください。

■問合せ　産業課(本庁舎)及び市観光協会(産業課内)

　　　　　　　　　　　電話 052‐400‐2911

　　　　　市商工会　　電話 052‐400‐3008

 レンタサイクルで 清須めぐりをしませんか

利用日

お持ちいただくもの

利用料

利用対象

利用日数

貸出・返却場所

利用時間

春季（4月1日～5月27日の土曜日・日曜日・祝日）
※ただし、4月2～6日、5月1・2日は平日でも利用できます。
秋季（9月15日～11月25日の土曜日・日曜日・祝日）

100円(1日1回)

氏名・住所が確認できるものをお持ちください。
(運転免許証・健康保険証・学生証など)

高校生以上

1日(貸出受付をした当日中に返却)

清洲ふるさとのやかた

午前10時～午後4時(貸出の受付は午後3時まで)

春日五条川さくらまつり春日五条川さくらまつり



　 Que tal estais? (皆さん、お元気ですか？)　スペインの4月は日本と同様にだんだん暖かくなっ

ていきます。そんな心地よさを感じながら、今回は海がきれいなカンタブリア州を紹介したいと思い

ます。

　カンタブリア州は、スペイン北部のカンタブリア海沿いに位置し、面積は5,321平方キロメートル、

人口は約59万人です。海に面し、カンタブリア山脈によって敵から身を守

れる山と洞窟が多いことから、20万年前から人が住んでおり、旧石器時代

末期の遺跡が残る世界有数の地域とされています。

　特に、世界遺産に登録されているアルタミラ洞窟の壁画は有名です。約1

万6,500年前に描かれたこの壁画は、「洞窟壁画のシスティーナ礼拝堂」と

も呼ばれ、野牛、鹿、イノシシ、馬など旧石器時代末期の人が狩りをした動

物の絵が多いのが特徴です。この壁画は以前は公開していましたが、傷みが

ひどくなっているので、現在はアルタミラ洞窟のレプリカしか見学できません。

　カンタブリア州では海や川、山の幸を使った豊富なふるさと料理も楽しめ

ます。私がカンタブリア州を旅行した時に毎日食べたのは、「Almejas a la 

marinera」というアサリの白ワイン煮でした。デザートは、この州が発祥の

地である「Sobao」というマドレーヌのようなお菓子です。また、満腹にな

った時に消化によいとされる「orujo」というブドウのしぼりかすから作られた蒸留酒を飲むのもいい

ですね。

 ところで、アンケートによると、カンタブリア人が一番好きなものはビールと「rabas」というスペイ

ン風イカリングフライだそうです。日本人と食べ物の嗜好がよく似ているので、遠くても何だか少し

身近に感じられますね。
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スペインの地方の紹介⑮　「カンタブリア州」

エル　　　　リンコン　　 デ　　　 エリ

国際交流員
エリのコーナー 28

「アルタミラ洞窟の壁画」

!

? ケ タ ル

4

5

月

月

清須市はるひ美術館収蔵作品展

はるひ絵画トリエンナーレ

所  在  地：〒452-0961 清須市春日夢の森1番地
電　　話：052-401-3881
開館時間：午前10時～午後7時（入館は午後6時30分まで）
休  館  日：月曜日　　　　　

2012.4.1

※中学生以下及び各種障害者手帳をお持ちの方：無料

4月 1 日（日）
～22日（日）

5月 3 日（木・祝）
～6月10日（日）

清須市
第7回

大
賞
　
源
馬
菜
穂
《contact

》2009

　清須市はるひ美術館では、ゴールデンウィークから「清須市第7回はるひ絵画トリ
エンナーレ」を開催します。開館当初より継続してまいりました本公募展も今回で7
回目を迎えます。今回は過去最多の784点のご応募をいただき、展覧会では、厳正な
審査のもと選びぬかれた28点の作品を展示いたします。現代を生きるわれわれに、
希望と強さ、そしてやすらぎを与えてくれる作品の数々をお楽しみください。

(入館は午後6時30分まで)開館時間：午前10時～午後7時
●お気軽に観覧していただけるように、開館時間が変更になりました！

清須市はるひ美術館は、中日新聞社・TRC・名古屋三越グループ共同事業体が指定管理者として管理運営を行っています。

会期中、来館者の皆様にお好きな1点をご
投票いただき、展覧会終了後に「美術館賞」
を決定します！

観覧料：一般  300円　　　　

中学生以下及び各種障害者手帳提示者：無料

エスタイス

ソ バ オ

マ リ ネ ラ

オ ル ホ

ラアア ル メ ハ ス

ラ バ ス

観  覧  料：200円
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